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時
期

法
律

・
指

針
な

ど
社

会
情

勢

平
成

8
年

3
月

2
8
日

電
通

事
件

地
裁

判
決

 （
過

重
労

働
に

よ
り

う
つ

病
を

発
症

し
た

こ
と

が
自

殺
の

原
因

で
あ

る
と

し
て

会
社

の
労

務
管

理
責

任
に

つ
い

て
争

わ
れ

た
事

案
）

平
成

9
年

9
月

2
6
日

電
通

事
件

控
訴

審
判

決

平
成

1
0
年

自
殺

者
数

が
年

間
3
万

人
超

平
成

1
1
年

9
月

1
4
日

労
働

省
が

「
心

理
的

負
荷

に
よ

る
精

神
障

害
等

に
係

る
業

務
上

外
の

判
断

指
針

に
つ

い
て

」
と

題
す

る
通

達
（
基

発
第

5
4
4
号

）
に

お
い

て
、

精
神

障
害

と
業

務
の

関
連

性
を

判
断

す
る

基
準

を
示

す
。

平
成

1
2
年

3
月

2
4
日

電
通

事
件

最
高

裁
判

決

平
成

1
2
年

8
月

9
日

「
事

業
場

に
お

け
る

労
働

者
の

心
の

健
康

づ
く
り

の
た

め
の

指
針

」
を

策
定

（
旧

指
針

）
。

平
成

1
3
年

4
月

6
日

「
労

働
時

間
の

適
正

な
把

握
の

た
め

に
使

用
者

が
講

ず
べ

き
措

置
に

関
す

る
基

準
」
を

策
定

。

平
成

1
4
年

2
月

1
2
日

「
過

重
労

働
に

よ
る

健
康

障
害

防
止

の
た

め
の

総
合

対
策

」
を

策
定

し
、

「
過

重
労

働
に

よ
る

健
康

障
害

防
止

の
た

め
の

総
合

対
策

に
つ

い
て

」
（
基

発
第

0
2
1
2
0
0
1
号

）
を

発
出

。

平
成

1
5
年

5
月

2
3
日

「
賃

金
不

払
残

業
総

合
対

策
要

綱
」
を

策
定

。

平
成

1
6
年

1
0
月

事
業

場
向

け
マ

ニ
ュ

ア
ル

と
し

て
 「

心
の

健
康

問
題

に
よ

り
休

業
し

た
労

働
者

の
職

場
復

帰
支

援
の

手
引

き
」
を

作
成

。

平
成

1
7
年

1
0
月

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
者

雇
用

支
援

機
構

が
、

全
国

の
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

で
「
精

神
障

害
者

総
合

雇
用

支
援

」
を

開
始

。

平
成

1
8
年

3
月

1
7
日

労
働

安
全

衛
生

法
の

改
正

に
伴

い
、

「
過

重
労

働
に

よ
る

健
康

障
害

防
止

の
た

め
の

総
合

対
策

」
を

新
た

に
策

定
 →

 平
成

1
4
年

2
月

1
2
日

付
の

総
合

対
策

を
廃

止
。

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日

「
労

働
者

の
心

の
健

康
の

保
持

増
進

の
た

め
の

指
針

に
つ

い
て

」
（
新

指
針

）
を

策
定

。

平
成

1
8
年

4
月

1
日

改
正

安
衛

法
施

行
（
医

師
に

よ
る

面
接

指
導

、
衛

生
委

員
会

に
お

け
る

調
査

・
審

議
事

項
の

追
加

）

平
成

2
0
年

3
月

7
日

「
『
過

重
労

働
に

よ
る

健
康

障
害

防
止

の
た

め
の

総
合

対
策

に
つ

い
て

』
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

」
（
基

発
第

0
3
0
7
0
0
6
号

）
を

発
出

。

平
成

2
1
年

3
月

「
心

の
健

康
問

題
に

よ
り

休
業

し
た

労
働

者
の

職
場

復
帰

支
援

の
手

引
き

」
を

改
訂

。

平
成

2
1
年

3
月

2
6
日

「
当

面
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

具
体

的
推

進
に

つ
い

て
」
（
基

発
第

0
3
2
6
0
0
2
号

）
を

発
出

。

平
成

2
1
年

4
月

6
日

「
心

理
的

負
荷

に
よ

る
精

神
障

害
等

に
係

る
業

務
上

外
の

判
断

指
針

に
つ

い
て

」
を

一
部

改
正

。

平
成

2
1
年

1
0
月

1
日

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
・
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

「
こ

こ
ろ

の
耳

」
開

設
。

平
成

2
1
年

精
神

障
害

等
に

よ
る

労
災

補
償

の
請

求
件

数
が

1
,0

0
0
件

を
超

え
る

。

平
成

2
3
年

1
2
月

2
6
日

「
心

理
的

負
荷

に
よ

る
精

神
障

害
の

認
定

基
準

に
つ

い
て

」
（
基

発
1
2
2
6
第

1
号

）
を

発
出

 →
 平

成
1
1
年

9
月

1
4
日

付
通

達
（
平

成
2
1
年

4
月

6
日

一
部

改
正

）
を

廃
止

。

変
遷

一
覧

表 影
響
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休職に関する規定例 

 

 

（休職）  

第○条 社員が次の各号の一に該当するときは休職とする。 

（１）業務外の傷病により欠勤が継続または断続して１ヶ月以上に及んだとき。 

（２）本人が休職を願い出て、会社がこれを認めたとき。 

（３）精神障害等により職務に堪えないと会社が判断したとき。

（４）出向により関係会社または団体に勤務するとき。 

（５）会社の承認を得て、在籍のまま官職または公職に就いたとき。 

（６）刑事事件に関係し、相当期間にわたり就業ができないことが見込まれるとき。ただし、懲戒

解雇処分に該当する場合を除く。 

（７）前各号のほか、社内秩序の維持その他特別の事情があって会社が休職させることを適当と認

めたとき。 

２．前項各号の休職に関する事項は、試用期間中の者および定年後の再雇用者には適用しない。  

３．第１項に定める休職の適用は、会社が特別に命じた場合、または認めた場合を除き、原則１回

限りとする。

 

 

（休職期間）  

第●条 前条に規定する休職期間は次のとおりとする。 

（１）前条第１項第１号の場合は次表による。 

勤続年数 １年未満 １年以上 

休職期間 ３ヶ月 ６ヶ月 

（２）前条第１項第２号から第６号までの場合は、会社が必要と認めた期間とする。 

２．前項各号にかかわらず特別の事情があって会社が必要と認めた場合には、休職期間を延長する

ことがある。 

３．第１項第１号による休職者が、復帰後１年以内に同一または類似の傷病により、５日間以上欠

勤するに至った場合は、当該欠勤日について前休職期間に通算して取り扱う。  

 

 

（休職期間中の賃金）  

第●条 休職期間中の賃金については、賃金規程の定めるところによる。  
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（休職期間中の報告義務等）  

第●条 休職期間中の社員は療養し回復に努めるとともに、療養の経過および回復状況につき定期

的に報告しなければならない。 

 

 

（復 職）  

第●条 第○条によって休職し、その休職事由が消滅したと会社が認めたときは復職させる。 

２．傷病により休職中の者が復職を願い出るときは医師の診断書を添付しなければならない。なお

会社は必要により、会社が指定する医師の診断書の提出を命ずることがある。

３．会社は復職の判断に際し、主治医との面談を求めたり、会社が指定する医師による面談の受診

を命じたりすることがある。

４．会社が社員を復職させる場合は、原則として現職復帰とする。ただし、現職復帰により再発の

可能性が高くなると会社が判断したとき、もしくはやむを得ない事情があると会社が判断したと

きは、他の職務に変更することがある。また、職務変更による降格もしくは降給等の措置を講じ

ることがある。 

５．前各項において、社員は正当な理由なく、これを拒むことはできない。 

 

 

（社員身分の喪失）  

第●条 社員が次の各号の一に該当するときは、その日を退職日とし、その翌日をもって社員とし

ての身分を失う。 

（１）死亡したとき。 

（２）退職を願い出て承認されたとき。 

（３）定年に達したとき。 

（４）休職期間が満了し、復職を命ぜられないとき。

（５）第１９条（解雇）および第６５条（懲戒解雇）の規定により解雇されたとき。 

（６）当社の役員に就任したとき。  

（７）本人が行方不明となって３０日が経過したとき。 
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○

 
職
場
の
「
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
」、
「
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
は
、
労
働
者
の

尊
厳
や

人
格
を

侵
害
す
る
許
さ
れ
な
い
行
為
。
ま
た
、
こ
れ
を
受
け
た
人

だ
け
で
な
く
、
周

囲
の
人
、
こ
れ
を
行
っ
た
人

、
企
業
に
と
っ
て
も
損
失
が
大
き
い
。

 
  
○

 
「
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
」、
「
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
の
予
防
・解
決
に
取
り
組
む
意
義
は
、
損
失
の
回
避
だ
け
に
終
わ
ら
な
い
。
仕
事
に
対
す
る
意
欲

や
職

場
全

体
の

生
産
性
の
向
上
に
も
貢
献
し
、

職
場
の

活
力
に

つ
な
が

る
も
の
と
と
ら
え
て
、

積
極
的
に
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

 

職
場
の
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
問
題
に
関
す
る
円
卓
会
議
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告

 
概
要

 

１
．
問
題
に
取
り
組
む
必
要
性
と
意
義

 
 

  
○

 
「
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
」、
「
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
言
葉
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
の
か
、
人
に
よ
っ
て
判
断
が
異
な
る

 
 

現
状
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ど
の
よ
う
な
行
為
を

職
場

か
ら
な

く
す
べ

き
で
あ

る
の
か

に
つ
い

て
、
労
使
や
関
係
者
が
認
識
を
共
有
で
き
る

 
よ

う
に

す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
職
場
で
行
わ
れ
る
以
下
の
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
、
労
使
が
予
防
・解
決
に
取
り
組
む
べ
き
こ
と
、

 
 

 
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
「職

場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
す
る
。

 
      
○

 
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
り
う
る
行
為
類
型
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
た
だ
し
、
当
た
り
う
る
行
為
の
全
て
を
網
羅
す
る

も
の
で
は
な
い
）
 

 ２
．
職
場
か
ら
な
く
す
べ
き
行
為
の
共
通
認
識
の
必
要
性
と
行
為
類
型

 

職
場

の
パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は
、
同
じ
職
場
で
働
く
者
に
対
し
て
、
職
務
上
の
地
位
や
人

間
関
係

な
ど
の

職
場
内

の
優
位

性
（※
）を

背
景

に
、
業

務
の
適
正
な
範
囲
を
超
え
て
、

精
神

的
・

身
体
的
苦

痛
を

与
え

る
又
は
職

場
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
行
為
を
い
う
。

 

※
 
上
司
か
ら
部
下
に
行
わ
れ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
先
輩
・後
輩
間
や
同
僚
間
な
ど
の
様
々
な
優
位
性
を
背
景
に
行
わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。

 

  
○

 
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
な
く
す
た
め
、
す
で
に
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
・労
働
組
合
の
主
な
取
組
の
例
を
紹
介
す
る
。

 
 

職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト

を
予
防
す
る
た
め
に

 

 
 
○
ト
ッ
プ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

 
○
教
育
す
る

 

 
 
○
ル
ー
ル
を
決
め
る

 
○
周
知
す
る

 

 
 
○
実
態
を
把
握
す
る

 
 

職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

を
解
決
す
る
た
め
に

 

 
 
○
相
談
や
解
決
の
場
を
設
置
す
る

 

 
 
○
再
発
を
防
止
す
る

 

①
身
体
的
な
攻
撃

 
暴
行
・傷
害

 

②
精
神
的
な
攻
撃

 
脅
迫
・名
誉
棄
損
・侮
辱
・ひ
ど
い
暴
言

 

③
人
間
関
係
か
ら

の
切
り
離
し

 
隔
離
・仲
間
は
ず
し
・無
視

 

④
過
大
な
要
求

 
業
務
上
明
ら
か
に
不
要
な
こ
と
や
遂
行
不
可
能
な
こ
と
の

強
制
、
仕
事
の
妨
害

 

⑤
過
小
な
要
求

 
業
務
上
の
合
理
性
な
く
、
能
力
や
経
験
と
か
け
離
れ
た

 
程
度
の
低
い
仕
事
を
命
じ
る
こ
と
や
仕
事
を
与
え
な
い
こ
と

 

⑥
個
の
侵
害

 
私
的
な
こ
と
に
過
度
に
立
ち
入
る
こ
と

 

３
．
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
か

 
 

行
政
は
、

 

・問
題
の
現
状
や
課
題
、
取
組
例
な
ど
に
つ
い
て

周
知
啓
発
を
行
う
べ
き
。

 
・併
せ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
実
態
を
把
握

し
、
明
ら
か
に
す
る
べ
き
。
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心
理
的
負
荷
に
よ
る
精
神
障
害
の
認
定
基
準
の
概
要

業
務
に
よ

る
心

理
的
負

荷
（

ス
ト
レ

ス
）

の
評

価
基

準
の

改
善

評
価

方
法

現
行

の
判

断
指
針

新
し
い

認
定
基

準

　
２

段
階

に
よ
る

評
価

　
 １

段
階

に
よ
る

評
価

出
来
事
の

評
価

出
来
事
後
の

評
価

総
合
評
価

＋
出
来
事
＋
出
来
事
後
の
総
合
評
価

特
別

な
出
来

事

具
体

例
心

理
的

負
荷
評

価
表

に
は
記

載
な

し
 「

強
」

「
中
」

「
弱

」
の
心

理
的

負
荷
の

具
体

例
を
記

載

　
・

極
度

の
長
時

間
労

働
　
・

生
死

に
関
わ

る
事

故
へ
の

遭
遇

等
心
理

的
負

荷
が
極

度
の

も
の

　
「

極
度
の

長
時

間
労
働

」
を

月
１
６

０
時

間
程
度

の
時

間
外
労

働
と

明
示

　
「

心
理
的

負
荷

が
極
度

の
も

の
」
に

強
姦

や
わ
い

せ
つ

行
為
等

を
例

示

評
価

評
価

労
働

時
間

具
体

例

　
具

体
的

な
時
間

外
労

働
時
間

数
に

つ
い
て

は
、

  
恒

常
的

長
時
間

労
働

を
除
き

定
め

て
い
な

い
。

心
理
的

負
荷
評

価
表

は
記

載
な

し
強
」

中
」

弱
」

の
心

理
的

負
荷
の

具
体

例
を
記

載

　
 強

い
心

理
的
負

荷
と

な
る
時

間
外

労
働
時

間
数

等
を
記

載
　
・

発
病
直

前
の

連
続
し

た
２

か
月
間

に
、

１
月
当

た
り

約
１
２

０
時

間
以
上

　
・

発
病
直

前
の

連
続
し

た
３

か
月
間

に
、

１
月
当

た
り

約
１
０

０
時

間
以
上

　
・

「
中
」

の
出

来
事
後

に
、

月
１
０

０
時

間
程
度

　
 等

複
数

の

評
価

期
間

　
例

外
な

く
発
病

前
お

お
む
ね

６
か

月
以
内

の
出

来
事
の

み
評

価
　
 セ

ク
シ

ュ
ア
ル

ハ
ラ

ス
メ
ン

ト
や

い
じ
め

が
長

期
間
継

続
す

る
場
合

に
は

  
 ６

か
月

を
超
え

て
評

価

　
 具

体
的

な
評
価

方
法

を
記
載

　
　

・
強
＋

中
又

は
弱
　

→
　

強
複
数

の
出
来

事

発
病

者
の
悪

化
　
 発

病
後

で
あ
っ

て
も

特
に
強

い
心

理
的
負

荷
で

悪
化
し

た
場

合
は

労
災
対

象
と
す

る
　
既

に
発

病
し
て

い
た

場
合
に

は
悪

化
し
た

と
き

で
あ
っ

て
も

労
災
対

象
と
し

な
い

一
部
を

除
き
具

体
的

な
評
価

方
法

を
定
め

て
い

な
い
。

　
・

中
＋

中
…

　
　
　

→
　

強
又
は

中
　
　

・
中
＋

弱
　

　
　
　

→
　

中
　
　

・
弱
＋

弱
　

　
　
　

→
　

弱

近
接

の
程
度

、
出

来
事

の
数

、
そ
の

内
容

で
総

合
判

断

現
行
の

判
断

指
針

新
し

い
認

定
基

準

の
悪

化
  
労

災
対

象
と
す

る
 労

災
対

象
と
し

な
い

審
査
方
法
等
の
改
善

医
師
の

意
見

調
査

　
精
神

科
医

の
専

門
部
会

に
全

数
を

協
議

　
　
判

断
が

難
し
い

事
案

の
み

協
議

　
業
務

以
外

の
要

因
の
詳

細
な

調
査

を
行

う
　

　
業

務
以

外
の
要

因
の

調
査

を
簡

略
化

10

OCHIC
長方形
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12



13



14



15



16



17



18



19



過
労

自
殺

事
案

に
お

け
る

行
政

訴
訟

の
裁

判
例

一
覧

表
 

 

1 
H

20
.1

.1
7 

東
京
地
裁

○
 

中
央
労
基
署

 
大
丸

東
京
店

労
判 96
1 

43
う
つ
病
ｴ
ﾋ
ﾟ
ｿ
ｰ
ﾄ
ﾞ
 

販
売
課
長

 

経
理

ﾐ
ｽ
に

よ
る

品
減

り
の

調
査

の
精
神
的
負
担
の
大
き
さ
、
調
査

の
遂
行
の
困
難
さ
、
自
宅
を
含
め

た
調
査
時
間
の
長
さ

 

子
ど

も
の

問
題

行
動

 
な
し

 

H
20

.3
.2

6 
福
岡
地
裁

○
 

労
判 96
4 

配
置
転
換
と
業
務
内
容
の
変
化
、

過
大

な
ﾉ
ﾙ
ﾏ
と

未
達

成
、

不
十

分

な
支

援
体

制
、

長
時

間
労

働
、

1
日

中
外
回
り

 

う
つ

病
親

和
的

性
格

は
通

常
人

の
正
常
の
範
囲
内

 

2 

H
21

.5
.1

9 
福
岡
高
裁

○
 

福
岡

東
労

基

署
 

粕
屋

農
協

 

労
判 99
3 

45
う
つ
病
ｴ
ﾋ
ﾟ
ｿ
ｰ
ﾄ
ﾞ
 

貯
金

専
任

渉

外
係

 
本

人
の

性
格

に
向

か
な

い
金

融

部
門
営
業
職
へ
の
配
置
転
換
、
経

験
者

と
同

様
の

目
標

設
定

と
そ

の
未
達
成

 

な
し

 

う
つ

病
親

和
的

性
格

傾
向

に
よ

る
脆
弱
性

 

3 
H

20
.5

.1
2 

大
阪
地
裁

○
 

北
大

阪
労

基

署
 

ｽ
ﾀ
ｰ
ﾗ
ｲ
ﾄ
工
業

労
判 96
8 

57
う
つ
病
ｴ
ﾋ
ﾟ
ｿ
ｰ
ﾄ
（゙
反

復
性

う
つ

病
性

障

害
）

 

工
場

移
管

の

設
備

面
の

責

任
者

 

中
国

工
場

へ
の

移
管

は
会

社
の

存
立
に
か
か
わ
る
重
要
な
事
業
、

数
度

に
わ

た
る

計
画

変
更

と
遅

延
、
現
地
法
人
へ
の
出
向
告
知

 

な
し

 
う
つ
病
の
既
往
歴

 

H
20

.5
.2

6 
東
京
地
裁

×
 

 
4 

H
21

.9
.1

6 
東
京
高
裁

×
 

三
鷹
労
基
署

 
み

ず
ほ

ﾄ
ﾗ
ｽ
ﾄ

ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
ｽ
ﾞ
 

 
24

う
つ
病

 
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
ｴ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ﾆ
ｱ

／
新
入
社
員

 

部
内
研
修
に
お
け
る
過
重
性
、
顧

客
名

簿
ﾃ
ﾞ
ｰ
ﾀ
廃

棄
の

ﾐ
ｽ
等

に
よ

る
心
理
的
負
荷
を
否
定

 
な
し

 
潜

在
的

に
あ

っ
た

脆
弱

性
が

顕

在
化

 

H
20

.1
1.

27
 

名
古

屋
地

裁
 

×
 

 

児
童
課
へ
の
異
動
、
報
告
書
・
ﾋ
ｱ

ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
、
保
育
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
の
完
成
遅
れ
、

上
司

の
決

裁
遅

れ
に

よ
る

心
理

的
負
荷
、
部
長
の
ﾊ
ﾟ
ﾜ
ﾊ
ﾗ
を
否
定

 
5 

H
22

.5
.2

1 
名

古
屋

高

裁
 

○
 

地
公

災
基

金

愛
知
県

 
豊
川

市
役
所

 

55
精

神
病

症
状

を
伴

わ

な
い

重
症

う
つ

病
ｴ

ﾋ
ﾟ
ｿ
ｰ
ﾄ
ﾞ
 

健
康

福
祉

部

児
童
課
長

 
未

経
験
の
福
祉
部
門
、
種
類
多
、

難
易

度
高

、
異

動
早

々
の

報
告

書
・
ﾋ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
の
指
示
、
業
務
遅
延

の
早
急
な
対
応
、
部
長
の
ﾊ
ﾟ
ﾜ
ﾊ
ﾗ
 

な
し

 
ﾒ
ﾗ
ﾝ
ｺ
ﾘ
ｰ
親
和
型
病
前
性
格

 

6 
H

21
.1

.1
4 

大
阪
地
裁

○
 

堺
労
基
署

 
ﾓ
ﾝ
ﾀ
ﾎ
ﾞ
ｰ
 

労
判 99
0 

23
う
つ
病
ｴ
ﾋ
ﾟ
ｿ
ｰ
ﾄ
ﾞ
 

販
売

部
門

社

員
 

新
入

社
員

の
新

規
繁

忙
店

で
の

不
慣
れ
な
販
売
業
務
、
長
時
間
労

働
、
ﾊ
ﾟ
ｰ
ﾄ
等
の
教
育
、
裁
量
・
ﾌｫ

ﾛ
ｰ
の
な
さ

 

な
し

 
な
し

 

H
21

.2
.9

 
高
松
地
裁

○
 

労
判 99
0 

7 
H

21
.1

2.
25

 
高
松
高
裁

○
 

江
戸

川
労

基

署
 

四
国

化
工

機

工
業

 
労
判 99
9 

35
う
つ
病
ｴ
ﾋ
ﾟ
ｿ
ｰ
ﾄ
ﾞ
 

設
計
技
師

 

出
向
と
転
居
を
伴
う
単
身
赴
任
、

未
経
験
の
担
当
機
種
、
短
期
間
の

納
期
、
支
援
態
勢
の
乏
し
さ

 
  

な
し

 
な
し

 

20



8 
H

21
.2

.2
6 

東
京
地
裁

○
 

北
九

州
西

労

基
署

 
ﾃ
ﾄ
ﾗ
 

労
判 99
0 

 
う

つ
病

又
は

適
応

障

害
 

子
会

社
の

取

締
役

兼
北

九

州
事
業
所
長

 

職
務
や
勤
務
地
の
変
更
、
単
身
赴

任
、
防
波
堤
の
危
険
性
検
討
、
部

下
の
欠
勤
問
題
、
関
連
会
社
と
の

関
係
悪
化

 

（
ご
く
弱
い
）
母

親
の
体
調

 
な
し

 

H
21

.3
.1

9 
東
京
地
裁

×
 

 
9 

H
22

.2
.3

 
東
京
高
裁

×
 

新
宿
労
基
署

 
ﾉ
ｳ
ﾞ
ｧ
ｽ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｽ

ﾃ
ﾞ
ｻ
ﾞ
ｲ
ﾝ
 

 
28

う
つ

病
又

は
気

分
障

害
 

設
計

施
工

部

工
事
課
社
員

 

高
度
の
専
門
知
識
不
要
、
補
助
的

立
場
、
周
囲
の
支
援
、
工
事
ﾄ
ﾗ
ﾌ
ﾞ

ﾙ
に
よ
る
心
理
的
負
荷
を
否
定

 

（
否
定
）
女
性
と

の
交
際

 
潜

在
的

に
あ

っ
た

脆
弱

性
が

顕

在
化

 

10
 

H
21

.5
.1

8 
東
京
地
裁

○
 

熊
谷
労
基
署

 
東
芝

 
判
時

20
46

 
35

特
定

の
疾

病
名

認
定

な
し

 
液

晶
生

産
技

術
部
社
員

 

新
規
性
の
高
い
業
務
、
立
ち
上
げ

期
間
が
短
期
間
に
設
定
、
多
く
の

作
業

ﾄ
ﾗ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
の

発
生

と
対

応
、

会

社
の
支
援
な
し
、
長
時
間
労
働

 

な
し

 
な
し

 

11
 

H
21

.5
.2

0 
東
京
地
裁

○
 

渋
谷
労
基
署

 
小

田
急

ﾚ
ｽ
ﾄ
ﾗ

ﾝ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
 

労
判 99
0 

51
う
つ
病

 
給

食
事

業
料

理
長
・
社
員
食

堂
店
長

 

部
下

に
よ

る
中

傷
ﾋ
ﾞ
ﾗ
の

会
社

提

出
、
顧
客
と
の
関
係
悪
化
、
会
社

に
よ
る
糾
問
的
な
調
査
、
調
査
後

の
配
置
転
換

 

な
し

 
な
し

 

12
 

H
21

.5
.2

8 
名

古
屋

地

裁
 

○
 

中
央
労
基
署

 
日

本
ﾄ
ﾗ
ﾝ
ｽ
ｼ
ﾃ

ｨ
 

 
30

気
分
（
感
情
）
障
害

国
際

輸
送

営

業
所
社
員

 

難
易

度
の

高
い

業
務

を
一

人
で

担
当
、
長
時
間
労
働
、
帰
宅
後
の

深
夜

・
休

日
の

ﾒ
ｰ
ﾙ
対

応
、

所
長

の
支

援
な

し
、

ﾈ
ｯ
ﾄ
掲

示
板

の
ﾄ
ﾗ

ﾌ
ﾞ
ﾙ
 

（
否
定
）
音
楽
活

動
、
女
性
関
係

 
な
し

 

13
 

H
21

.1
0.

28
 

福
岡
地
裁

○
 

地
公

災
基

金

福
岡
県

 
福
岡

県
庁

 
 

25
う
つ
病
ｴ
ﾋ
ﾟ
ｿ
ｰ
ﾄ
ﾞ
 

筑
後

農
林

事

務
所
／
技
師

 

地
す

べ
り

対
策

事
業

の
実

質
的

責
任
者
、
地
元
住
民
と
の
交
渉
、

業
務

量
の

多
さ

、
多

数
回

の
出

張
、
不
十
分
な
ｻ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾄ
体
制

 

な
し

 
な
し

 

14
 

H
22

.2
.2

5 
東
京
地
裁

×
 

中
央
労
基
署

 
中

小
企

業
総

合
事

業
団

 
 

46
う
つ
病
ｴ
ﾋ
ﾟ
ｿ
ｰ
ﾄ
ﾞ
 

厚
生
課
長

 
職
員
の
減
員
、
税
務
調
査
対
応
、

組
織

統
合

業
務

に
よ

る
強

度
の

心
理
的
負
荷
を
否
定

 
な
し

 
な
し

 

15
 

H
22

.3
.1

1 
東
京
地
裁

○
 

三
田
労
基
署

 
日
本

電
気

 
 

52
う
つ
病

 
事

業
部

部
長

代
理

兼
技

術

部
長

 

ｺ
ｱ
事
業
の
予
算
未
達
成
、
こ
れ
に

よ
る

中
枢

的
従

業
員

の
異

動
内

示
と
他
社
製
品
の
取
扱
決
定
、
恒

常
的
な
長
時
間
労
働

 

な
し

 
な
し

 

16
 

H
22

.3
.2

9 
大
阪
地
裁

○
 

地
公

災
基

金

大
阪
府

 
堺

市
立

泉
ヶ

丘
東

中
学
校

 
51

う
つ
病

 
教
諭

 

学
級
・
学
校
崩
壊
し
た
環
境
で
の

勤
務
と
支
援
体
制
な
し
、
生
徒
か

ら
の
暴
力
等
、
宿
泊
訓
練
で
の
疲

労
困
憊

 

（
否
定
）
近
親
者

の
死
亡

 
大

学
時

の
精

神
障

害
、

洗
浄

強

迫
 

※
番

号
10

は
生

存
事

案
で

あ
り

、
発

症
時

の
年

齢
を

記
載

し
て

い
る

。
 

【
出

典
】
『

労
災

・
過

労
死

の
裁

判
』
（

日
本

評
論

社
 

佐
久

間
大

輔
著

）
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自殺事案における労災民事損害賠償訴訟の裁判例一覧表 

 

番

号 年月日 裁判所 
訴訟

終了

事由 

金額 
(万円) 企業名 疾病名 年

齢

性

別
備考 

過失相

殺素因

減額 
出典 

H8.3.28 東京地裁 判決 12,588 0％ 労判 692 
H9.9.26 東京高裁 判決 8,911 30％ 労判 724 
H12.3.24 最高裁 判決 12,588 0％ 労判 779 1 

H12.6.17 東京高裁 和解 16,857

電通 うつ病自殺 24 男

入社 2 年

目、業務遂

行の裁量あ

り、長時間

労働 0％  

H10.2.23 岡山地裁

倉敷支部 判決 5,205 50％ 労判 733 
2 

H12.10.2 広島高裁

岡山支部 和解 11,350
川崎製鉄 うつ病自殺 41 男

管理職、長

時間労働 0％  

3 H10.7.16 札幌地裁 判決 9,164 協成建設

工業ほか
自殺 45 男 管理職 0％ 労判 744 

H10.8.27 大阪高裁 判決 3,121 80％ 労判 744 
4 H12.6.27 最高裁 判決 

東加古川

幼稚園 
自殺（うつ

状態） 21 女
退職 1 か月

後の自殺 判断な

し 労判 795 

5 H12.5.18 広島地裁 判決 11,111 ｵﾀﾌｸｿｰｽ うつ病自殺 24 男
ｽﾄﾚｽの相乗

効果 0％ 労判 783 

H13.2.2 浦和地裁 判決 1,310 精神的疾患

による自殺

寄与度

70％＋

過失相

殺 50％

労判 800 

H14.7.23 東京高裁 判決 労判 852 

6 

H15.10.10 最高裁 決定 1,700

三洋電機

ｻｰﾋﾞｽ 

うつ病自殺

46 男 課長昇進 

80％ 
 

7 H14.2.19 和歌山地

裁 判決 1,800 みくまの

農協 自殺 56 男
台風への対

処、既往歴 70％ 労判 826 

H14.6.27 横浜地裁

川崎支部 判決 労判 833 8 
H15.3.25 東京高裁 判決 

2,346 川崎市水

道局 
心因反応に

よる自殺 30 男 いじめ 70％ 
労判 849 

9 H15.3.25 広島地裁 判決 0
日赤益田

赤十字病

院 
自殺 42 男 内科医師  労判 850 

10 H15.5.19 鹿児島地

裁 判決 6,024 運送会社 自殺 53 男 管理職 不明  

11 H16.9.24 さいたま

地裁 判決 500
誠昇会北

本共済病

院 
自殺 21 男

いじめ防止

の責任認定 不明 労判 883 

12 H16.9.27 長崎地裁 判決 2,000 長崎新聞

社 うつ病自殺 54 男

管理職、慰

謝料のみ請

求 
0％ 判時 1888

H17.1.20 札幌地裁 判決 自殺（うつ

病否定） 労判 889 

13 
H19.10.30 札幌高裁 判決 

0 北海道銀

行 自殺（軽症

うつ病の可

能性） 

32 男
ﾊﾟﾜﾊﾗも（否

定）  
労判 951 

H17.2.21 大阪地裁 判決 労判 892 
14 H18.11.14 大阪高裁 判決 0

JR 西 日

本尼崎電

車区 
自殺 44 男 日勤教育  

労判 931 

15 H17.3.25 京都地裁 判決 6,528 ｴｰｼﾞｰﾌｰ

ｽﾞ うつ病自殺 49 男 ﾚｽﾄﾗﾝ店長 0％ 労判 893 

H17.3.31 東京地裁 判決 2,488 30％ 労判 894 16 H21.7.28 東京高裁 判決 7,059
ｱﾃｽﾄ・ﾆｺﾝ うつ病自殺 23 男 業務請負 0％ 労判 990 

H17.6.27 
長崎地裁

佐世保支

部 
判決 0   17 

H20.8.25 福岡高裁 判決 350

海上自衛

隊 うつ病自殺 21 男 ﾊﾟﾜﾊﾗ 

不明 判時 2032
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号 年月日 裁判所 
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事由 

金額 
(万円) 企業名 疾病名 年

齢

性

別
備考 

過失相

殺素因

減額 
出典 

H17.9.27 甲府地裁 判決 7,183 0％ 労判 904 
18 H18.2.10 東京高裁 和解 7,000

国（社会

保険庁）
うつ病自殺 23 男

長 時 間 労

働、慢性疲

労 0％  

H18.10.30 静岡地裁

浜松支部 判決 5,867 労判 927 
19 

H19.5.14 東京高裁 和解 6,000
ｽｽﾞｷ うつ病自殺 41 男

課長職、長

時間労働＋

不慣れな業

務 

0％ 
 

H18.10.30 
東京地裁

八王子支

部 
判決  労判 934 20 

H20.7.1 東京高裁 判決 

0 みずほﾄﾗ

ｽﾄｼｽﾃﾑｽﾞ
うつ病自殺 24 男 新入社員 

 労判 969 
H19.1.22 熊本地裁 判決 労判 937 

21 H19.10.25 福岡高裁 判決 7,430 山田製作

所 うつ病自殺 24 男

残業＋上司

の叱責＋昇

格、相乗効

果 

0％ 
労判 955 

22 H19.1.24 名古屋地

裁 判決 0 ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ うつ病自殺 56 男
新規事業、

異動  労判 939 

H19.3.29 東京地裁 判決 労経速

1973 23 
H20.10.22 東京高裁 判決 

0
立正佼成

会（佼成

病院） 
うつ病自殺 44 男

小児科部長

代行、宿直

勤務・連続

勤務 

 
労旬 1695

H19.5.14 東京地裁 判決 判タ 128624 H21.10.29 東京高裁 判決 0 動燃（も

んじゅ）
自殺 49 男

事故ﾋﾞﾃﾞｵ

隠しの調査   
H19.5.28 大阪地裁 判決 7,673 30％ 労判 942 

25 H20.8.28 大阪高裁 和解 6,600

積 善 会

（十全総

合病院）

うつ病自殺 28 女 麻酔科医 
  

H20.7.1 松山地裁 判決 3,125 60％ 労判 968 
26 H21.4.23 高松高裁 判決 0

前田道路 うつ病自殺 43 男

営 業 所 所

長、上司の

叱責  労判 990 

H20.9.30 東京地裁 判決 0 労判 977 27 H21.9.3 東京高裁 和解 500
ﾔﾏﾄﾛｼﾞﾃｨ

ｸｽ 自殺 46 男
知的障害を

伴う自閉症   

28 H20.12.8 東京地裁 判決 7,942 JFE ｼｽﾃﾑ

ｽﾞ うつ病自殺 43 男
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈ

ｰｼﾞｬｰ 30％ 労判 981 

H21.2.2 釧路地裁

帯広支部 判決 13,980 0％ 労判 990 29 
H21.7.10 札幌高裁 和解 7,500

音更農協 うつ病自殺 33 男
上司の叱責

＋残業 
  

30 H21.11.11 神戸地裁

姫路支部 判決 6,705 ｺﾀﾆ うつ病自殺 29 男
業務の裁量

性 0％  

31 H21.11.13 大阪高裁 判決 0 JR 西 日

本 自殺 44 男 日勤教育   

32 H21.12.2 福岡地裁 判決 9,904 九電工 うつ病自殺 30 男 長時間労働 0％ 労判 999 

33 H22.3.24 宇都宮地

裁 判決 0 本田技術

研究所 自殺 29 男 長時間労働   

34 H22.4.20 仙台地裁 判決 0
羽田ﾄｰﾀﾙ

ｻｰﾋﾞｽ・佐

川急便 
うつ病自殺 29 男 長時間労働   

【出典】『労災・過労死の裁判』（日本評論社 佐久間大輔著） 
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